
国 土 交 通 省 で の 証 明 発 行

チェック★【船舶所有者の居住区及び事故発生区】
　申請のあった区が船舶所有者の居住区及び事故発生区に該当しない場
合、証明は発行できません
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チェック★【航行区域】
　航行区域が大阪港より外に出るかどうか

レジャー・
スポーツ等

漁船 旅客・運輸等

大阪港外へ出港

○海難届出証明受付フローチャート

30トン以上 5トン以上5トン未満30トン未満

チェック【総トン数】
30トン未満か否か

チェック【総トン数】
5トン未満か否か

大阪港内、河

川、湖に限定

チェック★【当該船舶の用途】
　主に、旅客・運輸等、漁船、レジャー・スポーツ等に分類され、それぞれの分
類により船員法適用等の基準が変わります

（参考）航行区域
①平水区域・・・川、湖及び港内等の水域
②沿岸区域・・・平水区域及び海岸から５海里以内の水域
③沿海区域・・・概ね本邦、樺太本島及び朝鮮半島の各海岸から２０海里以内の水域
④近海区域・・・東経175度、南緯11度、東経94度、北緯63度の線に囲まれた水域
⑤遠洋区域・・・船舶安全法施行規則第一条第９項　すべての水域
※海里　１海里＝約１，８５２ｍ

（参考）昭和４０年４月８日（員基第６９条）海運局船員部長通達
日本船舶であって船員法第１条第２項により船員法が適用されない船舶については、船舶所有
者の住所又は事故発生地の市町村長に申請するよう指導すること。

（参考）船員法適用外の船舶
①総トン数五トン未満の船舶
②湖、川又は港のみを航行する船舶
③政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
④前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法 （昭和二十六年法律第百四
十九号）第二条第四項 に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供
するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員
労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの


